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案件名 問合・提出先

高山市食育推進計画（第3次） 健康推進課　☎35-3160　FAX35-3173
Mail：kenkousuishin@city.takayama.lg.jp

高山市地域福祉計画 福祉課　☎35-3356　FAX35-3165
Mail：fukushi@city.takayama.lg.jp

高山市景観計画 都市整備課　☎35-3176　FAX35-3168
Mail：toshiseibi@city.takayama.lg.jp

高山市耐震改修促進計画
都市整備課　☎35-3159　FAX35-3168
Mail：toshiseibi@city.takayama.lg.jp太陽光発電施設等の設置に

係る基準の設定

ホームページアドレス http://www.city.takayama.lg.jp/情報のひろば 市役所の住所　〒506-8555  花岡町2-18
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言葉は全て伝わるのに思いは全て伝わらない。それでも思いを込めた言葉に耳を傾ける世界であってほしい。
（平成28年「はたちの思い一行詩」平和への思い部門　最優秀賞　富
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▷心の問題や体のことなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。
▷ご相談で知り得た情報は守ります。
▷在宅療養や介護に関するご相談も受け付けます。
～看護師や保健師、ケアマネージャー、理学療法士が対応します。
　　そのほか、勉強会（介護保険など）や理学療法士による体操・体の相談、
　　地域のサークル活動の支援、災害支援など
　　毎日を安心して暮らすことができる地域づくりのお手伝い。一人ひとりが

　支えあう「地域力」をつけましょう。

問合先
〒506-0001　
冬頭町588-15 ナーシングデイ高山
（訪問看護ステーション高山）内
☎35⊖2566　FAX36⊖0525

オレンジカフェ
（認知症カフェ）

　オレンジカフェは、認知症の人を介護し
ている人や認知症に関心がある人など
が、コーヒーやお茶を飲みながら、お互い
の情報交換や相談を行い、和やかに交流
する場のことです。
　毎月15日に開催します。時間内は出入り
自由ですので、都合のいい時にお越しくだ
さい。本人や家族も一緒になって、気軽に
ご利用ください。なお、交流の前には30分
間程度のお楽しみ講座を行います。
＊今回は「餅つき」を予定。
期日　１月15日㈰
時間　午後１時30分～３時
場所　認知症の人と家族の会　岐阜県支部
　　　（昭和町１・旧綿屋の清水ふとん店）
※会場には駐車場がありませんので、駅
　西駐車場をご利用ください。
参加料　１人200円

問合先 飛驒地区認知症カフェ実行委員会
☎62⊖9482

検察審査会にご理解を

　交通事故や詐欺などの犯罪被害に遭
い、警察や検察庁に訴えたが、検察官が
その事件を裁判にかけてくれないことがど
うも納得できない。このような方のために、
検察官が事件を裁判にかけなかったこと
が正しかったかどうかを審査する機関とし
て「検察審査会」があります。相談や審査
の申立てには費用はいりません。また、秘
密は固く守られます。
　検察審査会では11人の審査員が、検
察官が事件を裁判にかけなかったことが
正しかったかどうかの審査を行います。
　なお、検察審査会の審査員は選挙権を
持っているみなさんの中から「くじ」で選ば
れることになっています。選挙権をお持ち
の方は審査員に選ばれることがあるかもし
れませんが、選ばれた際は国民の代表と
してこの制度にご理解とご協力をお願い
します。

問合先
岐阜検察審査会事務局（岐阜
地方裁判所内）  
☎058⊖262⊖5263

「わたしの町の、ほけんしつ室。」はこんなところです！

ドライバーのみなさんへ
● 凍結など路面の状況に注意して、急ブレーキを避けるなど余裕をもって運

転しましょう。
● 水や雪をはねて通行人や家屋などに迷惑がかからないよう、スピードを落

しましょう。
● 除雪により道幅が狭くなった道路では、歩行者に配慮した運転を心がけましょう。

歩行者や自転車のみなさんへ
●凍結など路面の状況に注意して通行しましょう。
●反射材用品の着用を
　心がけましょう。

健康相談
健康教室

毎月1回　第1水曜日
午後2時～4時

冬
の
交
通
安
全

1月は11日㈬です

意見を提出できる方　市内在住・在勤の方、市内に事務所を有する方（法人・団
　　　　　　　　　　体を含む）
閲覧場所　市HP、上記各課の窓口、市民コーナー（本庁1階）、各支所、市図書館

　　　　「煥章館」、市民文化会館、ビッグアリーナ、女性青少年会館（休館日を
　　　　除く各施設の開館時間内）

提出方法　所定の様式に意見をご記入のうえ、１月４日㈬から2月2日㈭までに各窓
　　　　　口、郵送・FAX・MAIL

※様式は閲覧場所にあるほか、市HPからもダウンロードできます。

　市では次の案件について、パブリックコメント（市民意見の募集）を実施します。
皆様のご意見をお寄せください。

ご意見をお寄せください

問合先 市民活動推進課 ☎35⊖3412


